
 

 

 

 

 

 

                    

                    

                                       

　 　 　 月 ～ 金 曜 日 （ 祝 日 を 除 く ）           

　 　 　 午 前 ９ 時 ０ ０ 分 か ら 午 後 ４ 時 ３ ０ 分 ま で   

                                       

　 　 　 　 　  

             

 

　 　　


　 　　運 転免 許証 


　 　　更 新連 絡書 


　 　　手 数料 


　 　　　 　　 免許 用写 真　 ～　 縦３㎝ 、 横２．４㎝ 、上 ３分身 、無 帽、 正面 、


　 　　　 　　 　　 　　 　無 背景 で６月 以内 に撮 影 した鮮 明な もの 


　 　　　 　　 　　 　　 　（ 警察 署内 の交 通安全 協 会でも有料 で撮影 できます） 


　 　　　 　　 　　 　　 ※・ 　過 去の 免許 更新で使 われた写 真 は使用 できません ので、


　 　　　 　　 　　 　　 　　 新た に写 真 を撮っ てからお越 し下 さい 。


　 　　　 　　 　　 　　 　・ 　写 真の 背景 と服装 が同一 の色 （背 景が白色 で服装 も白色 


　 　　　 　　 　　 　　 　　 のと きな ど）また、自身 のデジカメで撮影 した 写真も受 付可 能ですが、 

　 　　　 　　 　　 　　 　　 画質 （プ リントした 画 像が粗い 物） につ いては 、


　 　　　 　　 　　 　　 　　 場合 によ り再 請求させ ていただ くこともあります のでご了承 下さい。 


 

　 　　※ 本籍 、氏 名、 生年 月日 を変 更する 方


　 　　　 　　 ～　 本籍 記載 の住 民票 又は外 国人 登録 証明 書（ どちらもコピ ーは不可 ） 


 

　 　　※ 住所 を変 更する 方


　 　　　 　　 ～　 新住 所を 証明 できる もの （マイ ナンバー カー ド、住 民票 、保 険証 、消 印の


　 　　　 　　 　ある 本人 宛の 郵便物 等 ）


 

　 　　※ ７０歳 以上 の方


　 　　　 　　 ～　 高齢 者講 習終 了証 明書 


 

 

 

 

　 　　滝 川市 新町 ４丁目 ７番３ ０号


　 　　　 　空 知自 動車 学校 


 

 

 

 

 

　 オ ン ラ イ ン 講 習 を 希 望 さ れ る 方 は 

受 講し てから の 更新 手 続き となり ます  

（ 優良 、 一般 講 習対 象 者の み ）  

　 講 習 会 場 で の 講 習 を 希 望 さ れ る 方 は 

警 察 署 で 更 新 手 続 き を し て か ら 後 日 講 習 

受 講とな りま す  

　 高 齢 者 講 習 受 講 の 方 は 、 自 動 車 学 校
で の 講 習 受 講 後 、 警 察 署 で 更 新 手 続 き
とな ります



 

 

 

 

 

 

 

 

　 　　　 ◎　 更新 手続 きをうっ かり忘 れてし まっ ていた 方は･･･


　 　　　 　　 　　 有効 期限 が切れてから６ ヶ月以 内 

　 　　　 ◎　 海外 に滞在 していた・ 入 院していた など、 やむ を得 ず失効 した 方は･･･


　 　　　 　　 　　 有効 期限 が切れてから３ 年以内 、 かつ、 理由 がやんでから１ ヶ月以 内 

　 　　　 　であれば、 再度 免許 を受ける こと ができます。 


　 　　　 


　 　　　申請 に 必要 なもの  

　 　　　 　・ 住民 票（ 本籍 記載 のある もの） 


　 　　　 　・ 期限 の切 れた免 許証 


　 　　　 　　 　な ければ、本 人であることを 確認 できる書 面 


　 　　　 　　 　　 （マイ ナンバ ーカード、 健康保 険 証、パス ポート、社 員 証、学 生証 、資 格


　 　　　 　　 　　 証明 書な ど）


　 　　　 　・ 写真 （６ ヶ月以 内、 無背 景、 無帽 、正 面、 上三 分身 、縦３ センチ、横 ２． ４㎝） 


　 　　　 　・ 申請 手数 料（ 講習 区分 、所 有免 許の 数に よって 異なり ます ）


　 　　　 　・ やむを得 ず失効 した 方は、 それを 証明 するもの （診 断書、 パスポートな ど）


 

　 　　　注  意  事  項  

　 　　　 　・ 　申 請後 、免 許証 を受 け取るまでは 運転できません。  

　 　　　 　　 　運 転す ると 無免許 運転 とな ります。 


　 　　　 　・ 　警 察署 で申請 される 場合 は、 講習 区分 の確認 と講 習日 の指 定をします ので、


　 　　　 　　 一度 警察 署までお 越し下 さい。


　 　　　 　・ 　お 急ぎの 方は、 平日 午前 中のう ちに 


　 　　　 　　 　　 　　 札幌 市手 稲区 曙５条４丁 目１ 番１ 号


　 　　　 　　 　　 　　 　　 　　 札幌 運転 免許 試験 場


　 　　　 　　 　　 　　 　　 　　 電話 ：（ ０１ １）６ ８ ３－５７７０  

　 　　　 　　 で申請 をす ると、 その 日に講習 を受 講し、 


　 　 　 　 　 　 免 許 証 の 即 日 交 付 を 受 け る こ と が で きま す 。（ 土 ・ 日 ・ 祝 日 は 手 続 き で き ま せ ん ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　　滝川警察署　交通課  

　　　電話　２４－０１１０（内線４１５）

　　※但し、土・日・祝日は除く 

午前９時 00 分から午後４時 30 分まで 

免許証の有効期限が 

　過ぎてしまった方は･･


